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1. 韓国排出量取引制度導入の背景
1.1 全体の流れ

気候変動枠組み 韓国の動き（国際＆国内）

1992年～ 国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）（1994年３月発効）

• 1993年12月、47番目の加入国

1997年～ 京都議定書 （COP3）
（2005年２月発効）

• 第１約束期間削減目標（2008年～2012年）：-5.2％（1990年基準）
• 参考：日本 -6％、アメリカ -7％（その後撤回）、EU -8％

• 第２約束期間削減目標（2013年～2020年）：-18％削減
• 参考：EU -20％、日本 不参加

• 2009年11月 自主目標策定：2020年 BAU比‐30%
• 2010年1月 「低炭素グリーン成長基本法」制定（目標管理制度＆ETS導入

方針の明文化）
• 2010年4月 目標管理制度（温室効果ガス・エネルギー目標管理制度）導入
• 2012年5月 温室効果ガス排出権の割当および取引に関する法案成立

（2015年1月1日施行）

2015年～ パリ協定
（COP21）

（2016年11月発効）

• 2015年1月：韓国排出量（権）取引制度の運用開始
• 2016年6月 NDC目標提出：2030年 BAU比‐37％
• 2020年10月28日 2050ネットゼロ目標（文・前大統領が2021年度予算案施

政演説にて表明）
• 2020年12月 NDC更新目標提出：2030年 2017年比‐24.4％
• 2021年10月 NDC強化目標提出：2030年 2018年比‐40%
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1. 韓国排出量取引制度導入の背景
1.2 ETS導入の背景

• 環境部所管の目標管理制度の先行的な導入・運用が、今後のETSを導入するための基礎となった

• 目標管理制度（温室効果ガス・エネルギー目標管理制度）：温室効果ガス排出量が一定水準以上の事業者、事業所
を管理事業者と指定し、削減目標を設定し、その達成状況を管理するための制度（2010年４月スタート）

• 単年度目標、違反行為・削減目標の未達成には、罰金（300万ウォン～1000万ウォン）などの制裁措置がある。

目標管理制度
指定基準

2010年～
2011年

2012年～
2013年

2014年～
２０２2年2月

２０２２年３月２５日
～

事業者 事業所 事業者 事業所 事業者 事業所 事業者 事業所

温室効果ガス
（万ｔCO2）

12.5 2.5 8.75 2.0 5.0 1.5 5.0 1.5

エネルギー消
費 （TJ） 500 100 350 90 200 80 - -

（国）管
理事業者
指定

インベン
トリの提

出

（国）削
減目標の
設定

削減計画
の策定

計画実
施・報告

（国）目
標達成の

評価

２０１０年：指定事業者470、カバー排出量4.43億トン（国全体排出量の61.3％）

• 2015年：排出量12.5万トン以上の事業者（2.5万
トン以上の事業所）はETSに移行

• 2020年：612事業者、カバー排出量、5.63億トン
（国全体排出量6.49億トンの86.7％）

2020年：指定事業者449、
カバー排出量2465万ト
ン（国全体排出量6.49億

トンの3.8％）
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1. 韓国排出量取引制度導入の背景
1.3 ２０１１年時点での国内議論①

• 2011年6月～「温室効果ガス排出権の割当および取引に関する法案」をめぐる産業界との対話を本格開始
• 2012年5月：法案成立（2015年1月1日施行）

もとの法案 産業界意見 意見反映結果（最終案）

開始時期：2013年1月1日より開始 2012年までにしっかり制度の中身につ
いて議論できる時間を確保したい。まず
は、目標管理制度の円滑の実施が急務

（意見反映・折衷案）
2015年1月1日よりスタート

排出枠の変更：排出枠申請時、施設の
新規・増設などに伴う予想排出増加量

に関する資料を提出

生産量増加などに伴う排出量割当の調整
が必要

（意見反映）：予想外の施設の新規・増
設などが発生した場合、職権または事業
者の申請による排出枠の変更は可能

無償排出枠：第１期間（90％以上）、
第2期間（大統領令で決定）、第3期
間（100%有償割当）

無償排出枠の拡大（100％有償枠文言の
削除）

（意見反映・折衷案）：第１期間（無償
枠95％以上）、第２期間移行（国際動向、
国際競争力などを勘案し、大統領令で有
償枠を決定）

課徴金：排出枠価格の５倍以内
義務違反金：5000万ウォン以下

超過排出に起因する課徴金、報告義務違
反金などの制裁レベルの緩和

課徴金：排出枠価格の3倍以内
義務違反金：1000万ウォン以下

取引参加資格：国内、海外の個人や法
人の取引参加を認める

対象事業者以外の第三者への取引参加を
制限

（意見反映・折衷案）：取引主体の範囲
は制限しないが、初期段階での市場安定
化観点からの対策を講ずる

出典：韓国環境部報道資料「배출권거래제법 본격적 논의 시작되다」（2011年6月）に基づき整理
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1. 韓国排出量取引制度導入の背景
1.4 ２０１１年時点での国内議論②

• 2011年前後の政府・研究機関等の主張：比較的に硬直な目標管
理制度（単年度目標設定＋単年度履行＋制裁）に対し、ETSはよ

り柔軟性を持った仕組みであり、企業の削減コストを下げる効果
が期待できる。

もとの法案 産業界の意見 意見反映結果（最終案）

間接排出量：目標管理制度の対象事業
者の内、一定排出量以上の事業者の場
合、直接排出および間接排出の両方を

規制対象に

間接排出量は規制の対象外にしてほしい
（意見反映できず）：
電力不足などの状況が想定されるなか、
省エネ対策を強化する意味では有意義

対象事業者の線引き基準：目標管理制
度の対象事業者の内、一定排出量以上
の事業者には制度を適用する

貿易集約度、炭素集約度などが一定基準
以上の業種の場合、制度適用外にする必
要がある

（意見反映・折衷案）：
割当計画において、部門別・業種別の状
況・国際競争力などを考慮し、取引対象
外とする

排出枠の繰り越し：計画期間内におけ
る移行年度間においてのみ認める

計画期間の間での繰り越しも認めるべき
（意見反映・折衷案）：
第2計画期間以降、計画期間の間での繰
り越しも認める

• ETSのメリット：複数年単位の目標設定＋複数年履行＋不足
枠・余剰枠の取引＋制裁を受けるリスクの低減

• EU‐ETS：課題はあるものの一定の成果を上げており、MRV
体制の強化やETSマーケットの拡大効果が確認できた

出典：韓国環境部報道資料「배출권거래제법 본격적 논의 시작되다」（2011年6月）に基づき整理
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2. 制度の概要と成果
2.1 制度の概要①

期間 • 第1期間：2015～2017年 （制度ノウハウの蓄積、取引の安定化）

• 第2期間：2018～2020年 （相当水準のGHGの削減）

• 第3期間：2021～2025年 （実効性の高い削減の実現）

対象 • 規制対象ガス：CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6

• 対象事業者要件：直近3年間（４年前から数え）の平均CO2排出量が、

• （I） 12万5千トンCO2以上の事業者

• （Ⅱ) 2万5千トンCO2以上の事業所を1つ以上保有する事業者

• （Ⅲ）目標管理制度の対象事業者の内、任意参加した事業者

• 対象者数（第３期間）：684社（2021年より、排出枠の割当済みの事業
者数）

• カバー率（直接排出量基準）：73.5％

目標タイプ • 2030年国家温室効果ガス削減目標に基づく定量削減目標（２０１７年
～２０１９年の排出量から4.7%削減するレベル）

割当方法 • 排出枠総量：30.48億トン（５年分）。総量の内、予備分排出枠1.8億ト
ンを保留（市場安定化措置、新規事業向けの追加交付用など）

• 交付方式：年度ごとの排出枠に分割し、５年分を一括交付（特例あり）

• 無償割当：（第1計画期間）100％、（第2計画期間）97％（26業種以外
は100%無償割当）、（第3計画期間）90％（69業種中、41業種。残り
２８業種は無料１００％維持）

• ベンチマーク方式（第3計画期間）：発電、蒸気・冷温水・空気調節供給、
航空、セメント、石油精製、下水廃水廃棄物処理など12業種、その他の
業種はグランドファザリング方式。

義務履行 • 単年度義務履行（翌年６月までに、排出量相当量の排出枠を提出）

柔軟性措置

①

• クレジット：（２０２１年以降）排出量の５％を上限として、国内・海外で獲
得したオフセットクレジット（KCU）の使用を認める。

柔軟性措置

②

• 繰り越し：同じ期間内での次年度への繰り越し、または期間最後の年度
から新しい期間の初年度のみへの繰越は可能。

• ２０２１年～２０２２年（事業者が実施した取引量「売出‐買取」の２
倍まで）

• ２０２３年～２０２４年（取引量と同等量）

• ２０２５年（５年間における平均取引量と同等量）。

• 借入：可能、但し計画期間の間の借り入れは不可。

• ２０２１年（義務履行に必要な量の15%まで借り入れ可能）、２０
２２年～２０２４年（前年度に借り入れた実績の半分を当該年度
の借り入れ枠から差し引いた量）

• ２０２５年および以降の計画期間（借り入れを認めない）

オークション
収入

• （第2期間から実施）毎月１回実施、合計で年１２回

• 温室効果ガス削減設備の導入、省エネ技術の開発、中小企業の支援な
どに活用。

制裁措置

• 課徴金：該当年度の平均価格（トン当たり１０万ウォン以内）の価格の３
倍

• 義務違反金：月ごとに、該当課徴金の0.012%に相当する違反金を加
算（最長60カ月）

出典：韓国環境部「第３次国家排出権割当計画（案）」、「온실가스배출권거래제 3차 계획기간 배출권 할당 완료」など
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2. 制度の概要と成果
2.1 制度の概要② 割当結果

エネルギー転換部門（発電）
58社

輸送部門
６１社

産業部門
449社

廃棄物部門
７５社

建築部門 ３９社
公共部門 ２社

韓国ETS 第3計画期間（2021年～2025年）部門別割当状況

部門 事業者数
年平均割当総量（1000トン／年）

第１段階（2021年～2023年） 第２段階（2024年～2025年）

エネルギー転換 58 234,984
70,495（３割のみ交付）

146,485（2023年より交付）

産業 449 328,488 325,412
建築 39 4,785 4,651
輸送 61 7,991 7,991

廃棄物 75 11,970 11,273

公共・その他 2 765 742
合計 684 588,983 567,049

出
典

：
韓

国
環

境
部

報
道

資
料

「
온
실
가
스
배
출
권
거
래
제

3
차
계
획
기
간
배
출
권
할
당
완
료

」
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出典：環境部・温室効果ガス情報センター「2020배출권거래제운영결과보고서」、韓国統計庁データ（KOSIS）に基づき整

• 義務履行率：９９.7%以上
• 認証排出量と最終割当量との差額：第１期間 1740万トン（余剰）、第２期間 2450万トン（不足）
• 方法論の問題なのか、景気の問題なのかは詳細な分析が必要

2. 制度の概要と成果
2.2 全体的な成果（２０１５年～２０２０年）

第１期間 第2期間

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
前年比名目GDP増減
（%、ドル換算）

-1.3 2.4 8.2 6.3 -4.3 -0.4

製造業前年比成長率（%） -1.5 0.6 1.4 -0.4 -2.2 -2.2
義務履行率 99.8% 100% 99.7% 99.8% 99.8% 99.8%

最終割当事業者数 522 564 592 587 611 637

最終割当量（百万t） 540.1 560.7 585.5 593.5 563.3 562.5

認証排出量(百万t) 542.7 554.3 571.9 601.5 587.9 554.4

年度差額(百万t) -2.6 6.4 13.6 -8.0 -24.6 8.1

期間全体差額(百万t) 17.4 -24.5
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出典：韓国気候変動広報ポータル（2022）「NET INSIGHT No.44」提供のデータ、環境部・温室効果ガス情報センター「2020배출권거래제운영결과보고서」に基づき整理。
https://www.gihoo.or.kr/portal/kr/community/etsView.do

（KAU、KCU、KOC）
第１期間 第２期間 第３期間～

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

全体取引量
（万トンCO2e）

570 1,200 2,630 4,730 3,808 4,401 5,470

平均価格
（ウォン/トンCO2e）

11,013 17,068 20,951 22,120 28,445 3０,4１１ 34,600

取引総額
（億ウォン）

624 2,041 5,503 10,475 10,804 13,３８５ 12,770

• 取引総量、取引総額は年々増加： 2015年 570万トン → 2021年 5470万トン
• 取引価格も年々上昇： ２０１５年 1.1万ウォン／トン → 2021年 3.5万ウォン／トン

2. 制度の概要と成果
2.3 取引状況①：取引総量、平均価格、取引総額
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出典：韓国気候
変動広報ポータ
ル（2022）
「NET 
INSIGHT 
No.44」提供の
データに基づき
整理。
https://www.
gihoo.or.kr/po
rtal/kr/comm
unity/etsView.
do

2. 制度の概要と成果
2.4 取引状況②：時系列での見方

• 取引量は、１月前後（年間活動実績が確定する時期）、４月～６月に集中（６月末が前年度の義務履行の期限）
• 価格乱高下の発生： ２０１５年 1.1万ウォン／トン → 202０年３月 4万ウォン／トン → ２０２０年７月、２０２１年７月 2万ウォン

／トン以下 → ２０２２年１月以降 ３ウォン／トンに回復

韓国2021年
10月：２０

３０年強化
目標提出
（2018年比
‐40%）
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出典：https://icapcarbonaction.com/en/ets-prices

価格例：２０２２年３月３１日
EU‐ETS：８４ドル／トン
韓国：約18ドル／トン
中国：約９ドル／トン

2. 制度の概要と成果
2.4 取引状況③：価格の国際比較
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3. 今後の展望
3.1 企業アンケート調査①

満足の理由
• 削減技術の導入、余剰排出枠の販売収益
• 企業イメージの向上
• 新規事業の発掘
• 省エネに寄与
• 企業内部における環境経営への意識が向上

不満足の理由
• ETS対応のコスト増
• マーケット変動リスク
• 削減ポテンシャルの限界と排出枠の調達コストの増加
• 生産単価コスト増、競争力の低下
• 企業内部の意識の欠如
• 制度方針のブレが多く、長期経営・対応上のリスクあり

出典：環境部・温室効果ガス情報センター「2020배출권거래제운영결과보고서」
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3. 制度の概要と成果
3.2 企業アンケート調査②

• 中小企業：「排出枠の取引（買入）」、「外部コンサルの活用」を選択した割合が最も高い
• 大企業：「設備投資等」を選択した割合が最も高い

出典：環境部・温室効果ガス情報センター「2020배출권거래제운영결과보고서」
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出典：環境部・温室効果ガス情報センター「2020배출권거래제운영결과보고서」

3. 制度の概要と成果
3.3 企業アンケート調査③
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3. 今後の展望
3.4 ユン政権の方針転換の影響

• ２０３０年強化目標（2018年比‐40%）は維持するが、より実現可能性の高い削減計画について再考

• 第１０次電力需給計画案（２０３０年再エネ割合を３０％→21.5%に引き下げる方針を提示）

• ２０２２年５月、ユン政権が誕生 → 「脱・脱原発」を宣言。凍結していた原子力発電所の建設再開、原子力

産業大国を目指す

• ETSとの関係

• 原子力の割合が増えるため排出係数が改善され、間接排出量の多い業種では余剰枠が増える可能性

がある。今後、これらの余剰枠分を他の業種に配分する調整を行う方針

• つまり、ＥＴＳ割当計画や割当方法論が大きく変わる可能性がある。

• EUと連携しつつ、CBAM（国境炭素調整制度）に対処するための国内体制、国際連携体制を強化する。
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出典：エネルギー経済研究院「유럽 그린딜 내 탄소국경세 도입 시 글로벌 가치사슬 영향 및 국내 대응방안 연구」

3. 今後の展望
3.5 CBAM影響に対する最新の研究成果

• 韓国におけるCBAM対象になり得る品目（以下、
CBAM対象品目）は、鉄鋼、アルミニウム、肥料、セメ
ントの４品目：２０１８年～２０２０年における平均年
間輸出総額は、468.9億ドルであり、対EU27貿易
総量の６．３％占める。

• CBAM対象品目の内訳を見た場合、鉄鋼が占める
割合が最も高く、対象品目全体の９３．６％占め、次
がアルミニウムの６．４％。CBAM対象品目のほぼ９
９．９％を鉄鋼とアルミニウムが占めることになる。

• ＣＢＡＭ対象になり得る鉄鋼・アルミニウム輸出量は
308.2万トンのＧＨＧの排出量（対象排出量）に相当
する。対象排出量に相当するＣＢＡＭ証明書の総額
を、２０２１年９月６日時点での排出枠価格61.31
ユーロ/トンを適用して試算した場合、合計1.89億
ユーロ―（2,596億ウォン）のネガティブ・コストが
発生する。

• このネガティブ・コストは、両品目の輸出総額の８．
１％を占める計算になる。 韓国銀行の試算による
と、鉄鋼およびアルミニウムの売上高営業利益率は
それぞれ、4.9％と4.1％を止まり、仮にＣＢＡＭ制
度が導入され、試算通りのネガィブ・コストが発生し
た場合、両業種へのインパクトはかなり大きいもの
と想定される。

対EU２７輸出額 単位（億ドル） 割合
輸出総額 468.9 100% 全体割合
（内）CBAM対象額 29.52 6.3%

鉄鋼 27.63 93.6% CBAM対象額
に対する割合アルミニウム 1.89 6.4%

肥料 0.0079 0.027%
セメント 0.00015 0.001%

整理
番号

資料名 鉄鋼 アルミ 合計 備考

a
年間温室効果ガスの
内在排出量の推定値

306.6
万トン

1.6
万トン

308.2
万トン

独自試算

b
EU‐ETS排出権価格

（２０２１.9.6）
61.31

ユーロ/トン

Trading 
Economics

(2021)

c
CBAM証明書のコス

ト見積り
1億8,800万

ユーロ
100万
ユーロ

1億8,900万
ユーロ

[a×b]

d
ウォン - ユーロ為替

レート
（２０２１.9.6）

1,374.03 ウォン/ユーロ
韓国銀行
(2021b)

e
CBAM証明書コスト

見積り
2,583億

ウォン
14億
ウォン

2,596億
ウォン

[c×d]

f
輸出額に対する証明

書費用の割合
8.1% 0.6% -

g 売上高営業利益率 4.9% 4.1% -
韓国銀行
(2021c)
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ご清聴ありがとうございました！
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